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１．研 究 目 的 

 本研究の目的は、解放後の 1945 年から 2010 年代までに、韓国における低所得層が抱え

ていた居住問題がどのように変化してきたかを明らかにすることである。また、急変する

韓国の社会情勢の中、低所得層が抱えていた居住問題に、国はどのように対応してきたか

を検証することを研究目的とする。 

２．研究の視点および方法 

 低所得層における居住問題の変化に触れた先行研究は、都市貧民の住居地が再編される

過程と住居形態に関する研究（ナム・ウォンソク 2006）、低所得層の無許可定着地の変化

と関連政策の動向に関する研究（加藤ほか 2006）などがある。また、低所得層の居住問題

に関する国の対応については、低所得層向け居住政策として公共賃貸住宅政策を中心に研

究が行われてきた（金 1996、キム・フン 2017）。本研究では、対象時期を 1945 年の解放後

から 1950 年代、1960～1970 年代、1980～1990 年代半ば、1990 年代後半～2000 年代、2010

年代以降に分け、その時代の不安定就業層をはじめとする低所得層が抱えていた居住問題

と生活実態に焦点を当て検討する。さらに、低所得層の居住問題に対する居住関連施策の

変遷を含めこれまでの国の対応について考察する。主な資料として韓国政府の統計資料、

新聞や雑誌記事などを用いることにより検討を行う。 

３．倫理的配慮 

 本報告では、史料の取り扱いにおいて、個人名や団体の名称などの情報に関してプライ

バシーの保護、人権尊重の点から不利益が生じないように、「一般社団法人日本社会福祉学

会研究倫理規程」に基づき倫理的配慮に努める。 

４．研 究 結 果 

 1945 年の解放後から 1950 年代における居住問題は、解放後の政治的混乱と経済的困難

の中、海外同胞の帰還や北朝鮮地域からの避難民の流入により、多くの国民が深刻な住宅

不足状況に置かれていたことである。また、朝鮮戦争により甚大な物的・人的被害を受け

たことで居住問題はさらに悪化し、避難先の釜山、奪還後のソウルでは不良住宅が密集し

た「板子村（パンジャチョン）」が形成された。1960～1970 年代においては、産業化によ

り、疲弊していた農村の過剰労働力が都市に移入され、都市貧民の居住問題が浮き彫りに

なった。また、都市に移入した同時期の労働者は、低賃金の状況で、厳しい居住環境に置

かれていた。1980 年代から IMF 経済危機前における低所得層の居住問題としては、1980
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年代に入って地下住居の拡大が挙げられる。1990 年代後半から 2000 年代には、1997 年の

IMF 経済危機により、路上生活者の問題が浮き彫りになった。また、「考試院（コシウォン）」

などに居住する「非住宅居住者」の問題も浮上した。 

 1980 年代における低所得層の居住問題に対する国の対応として、低所得層の密集居住地

である無許可定着地の再開発政策がある。しかしながら、無許可定着地の再開発政策は、

低所得層のための居住政策というよりは、低所得層の居住を分散させ、居住環境の悪化を

招いた政策ともいえる。1980 年代後半から 1990 年代においては、低所得層のための「永

久賃貸住宅」をはじめとする公共賃貸住宅政策が行われるようになった。低所得層に対す

る住居費の支援は、2000 年より実施された「国民基礎生活保障制度」の「住居給与（日本

の住宅扶助に相当）」によるものであった。しかしながら、当時の「住居給与」は賃借世帯

の実質的な家賃水準が反映されていなかったため、2014 年の改正により「住居給与」の給

付対象が拡大され、保障水準も向上された。 

５．考 察 

 1970 年代までは、不安定就業層と多くの労働者が不良住宅や劣悪な環境の借家生活を強

いられていた。経済発展を成し遂げた 1980 年代においても、低所得層が抱えていた居住問

題は大きく改善されることはなかった。一方で、低所得者向けの居住支援政策はほぼ皆無

な状況であった。1980 年代末から公共賃貸住宅政策が実施されるようになったが、対象の

限定や供給量の不足などの問題を内包していた。また、低所得層のための住居費支援にお

いては、2000 年から「住居給与」が実施され、2014 年の改正により改善されたが、単身世

帯や 2 人世帯においては実質的な家賃水準を保障しているとは言えない状況である。 
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